
鳥取県社会福祉施設等に係るＰＣＲ検査等支援事業補助金 

事務手続きの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

書類提出・問い合わせ先 

●高齢者施設 
鳥取県福祉保健部ささえあい福祉局長寿社会課（鳥取県鳥取市東町一丁目２２０） 
【電話】０８５７－２６－７１７５ 【メール】choujyushakai@pref.tottori.lg.jp  

  ●障がい者施設 
   鳥取県福祉保健部ささえあい福祉局障がい福祉課（同上） 

【電話】０８５７－２６－７８６６ 【メール】shougaifukushi@pref.tottori.lg.jp 
  ●保育施設等 
   鳥取県子育て・人財局 子育て王国課（同上） 
   【電話】０８５７―２６―７８６８ 【メール】kosodate@pref.tottori.lg.jp 

●保護施設 
鳥取県福祉保健部ささえあい福祉局福祉監査指導課（同上） 
【電話】０８５７－２６－７１４４ 【メール】fukushi-kansashidou@pref.tottori.lg.jp  

  ●医療機関（薬局以外） 
   鳥取県福祉保健部健康医療局医療政策課課（同上） 

【電話】０８５７－２６－７２２８ 【メール】iryouseisaku@pref.tottori.lg.jp 
  ●医療機関（薬局） 
   鳥取県福祉保健部健康医療局医療・保険課（同上） 
   【電話】０８５７－２６－７２０３ 【メール】iryou-hoken@pref.tottori.lg.jp 

１．交付申請書（様式第１号）を提出 

・添付書類：様式「所要（精算）額調書」、ＰＣＲ検査費用がわかる領収証等の写し、口座振込依

頼書（通帳の写しも添付） 

・提出期限：令和４年８月３１日（水） 

※検査日が６月～７月分までで一旦提出期限を設けます。提出期限までに必要書類が揃わない

場合は、揃い次第速やかにご提出ください。 

※８月以降の実施分については、追って通知します。 

・提出方法：下記提出先に郵送、持参又はメール 

・事業所ごとではなく、法人単位でご提出ください 

・様式は県長寿社会課のホームページからダウンロード可能です。

https://www.pref.tottori.lg.jp/295490.htm  

２．交付決定及び交付額確定通知がメールで届く（原則申請から３０日以内） 

・公印省略しておりますので、ＰＤＦデータの通知を、申請書に記載されているご担当者様のメー

ルアドレス宛にお送りします。 

３．指定口座に補助金が入金されるのを待つ 

・支払時期は交付決定及び交付額確定通知をお送りするメールと同時にお知らせします。 

★その他★ 

・交付申請＝実績報告とみなしますので、改めての実績報告書の提出は不要です。 

・様式ファイルは記載例も載せておりますので、記載の参考にしてください。 

・お問い合わせは、電話のほか下記メールアドレスでもお伺いします。 

・Ｑ＆Ａもホームページに掲載しております。ご一読ください。 

０．社会福祉施設等職員がＰＣＲ検査等を受ける 

・同居家族か緊急事態宣言地域を往来したなど、職員個々の事情に着目して、社会福祉施設等が必

要だと判断した場合に費用負担するＰＣＲ検査等が対象です。 

・全職員を対象とする一斉検査、定期検査等は対象外です（別途通知に定める期間を除く）。 


